
 

代理人により個人番号カードに関する手続きをされる方へ 

 

成年後見人申請の場合はその事実を証する書類が必要となります。また、法定代理人申請（本人が 15 歳

未満で本人と法定代理人が同一世帯）の場合は、住民票等により親子関係を確認させていただきます。 

 任意代理人申請（病気、身体の障害等やむを得ない理由により、本人の来庁が困難である）の場合は、

本人自筆、署名･押印のある委任状が必要です。 

 

● 委任状の記載例 （個人番号カード券面記載事項変更届の場合） 

 

            委 任 状     

                                                                             

                    令和○○年○○月○○日    委任状を書いた日 

       （あて先）小城市長 

     （委任者）住所 小城市□□□町○○○番地      

                    氏名 ○○ ○○ ㊞       

       明治･大正･昭和･平成○○年○○月○○日 生             

 

    次の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。     

   ※「また、警察署等の関係機関が当該機関に対する紛失等の 

     届出の事実等を小城市に提供することに同意します」 

       （代理人）住所  ○○市△△町○○○番地                                                          

氏名 ○○ ○○         

明治･大正･昭和･平成○○年○○月○○日 生     

               記 

   

・個人番号カード券面記載事項変更届        

以上 

 

 

 

 

 

● 申請後の流れ 

・任意代理人申請の場合、個人番号カード券面記載事項変更届、個人番号カード暗証番号変更・再設定申

請、個人番号カード一時停止解除届、個人番号カード在留期間更新に伴う有効期間変更申請は即日での

お手続きができません。 

・本人宛に照会書を送りますので、届いた照会書に本人が必要事項を記入し、最初に申請した窓口へ代理

人が申請者本人の個人番号カード、代理人の本人確認書類（個人番号カード、運転免許証、パスポート

等）、本人の来庁が困難であることを証する書類（診断書、本人の障害者手帳、本人が施設等に入所し

ている事実を証する書類等）とともにお持ちください。 

・照会書の回答期限は申請日の翌日から 30日以内です。 

・ご不明な点がございましたら、下記窓口までおたずねください。 

 

小城市役所 市民課 TEL0952-37-6100 

見 本 

その他委任状が必要な申請 

・個人番号カード再交付申請 

・個人番号カード返納届 

・個人番号カード暗証番号変更・再設定申請 

・個人番号カード紛失・廃止届※ 

・個人番号カード一時停止解除届 

・個人番号カード在留期間更新に伴う有効期間 

変更申請 

・個人番号カード交付申請取消申出 

紛失・廃止届の場合続けて左の※文 

も、記載してください。 

 

代理人として来る人 

（15歳未満不可） 

 委任する事項 

 

 

個人番号カードの持ち主 

 


